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意見 【該当箇所】 

２（４）リスクコミュニケーション事業の継続・充実 

 

【意見内容】 

ア 福島近隣県における施策の方向性としては、リスクコミュニケーション

事業に限定されているが、住民の不安の解消のためには、今後の状況によ

っては検査や医療等の事業も実施していくことを明らかにすることが必

要である。 

イ 福島近隣県の自治体が地域のニーズに合わせて主体的に行う事業に対

する国の支援の実施を盛り込むべきである。 

 

【理由】 

（ア について）  

中間取りまとめでは、放射性ヨウ素による被ばくについて、「福島県内よ

りも福島近隣県の方が多かったということを積極的に示唆するデータは認

められていない」とされているが、福島近隣県においても、放射性ヨウ素被

ばくが生じたことについては各種のデータから推計されているところであ

り、今後の状況によっては、近隣県においても検査や医療等の事業を行う用

意をしておくべきと考える。 

（イ について）  

 中間取りまとめでは、福島近隣県における今後の施策の方向性について、

「各地域の状況や自治体としての方向性を尊重し、地域のニーズに合わせて

柔軟な事業展開ができるように配慮することが望ましい」という記述で結ば

れている。この記述は、自治体による個別の相談や放射線に対するリスクコ

ミュニケーションの取組に対する国の支援に関して述べられたものではあ

るものの、第 12回専門家会議で示された「中間取りまとめ（叩き台）」にお

いては取り上げられていなかったものが、その後の議論の過程で新たに取り

上げられたものであり、このことは、専門家会議が、地域の意向を施策に反

映することの重要性を敢えて示したものと受け止めている。このため当市

は、国が「地域のニーズに合わせて」行う事業については、その範囲をリス

クコミュニケーション事業に限定するのではなく、地域が行う全ての対応事

業について支援に取り組むことが、国民の不安解消につながるものと考え

る。 


